
  

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 車両ゲート等の定期保守点検業務 

 

 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

再処理廃止措置技術開発センター 技術部 核物質管理課



1 

1．件名 
令和６年度 車両ゲート等の定期保守点検業務 

 
2．目的及び概要 

本件は、日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 再処理警備所に設置している車両ゲート及びスイングゲートについて定期
保守点検を実施し、機能を維持することを目的とする。 

 
3. 作業実施場所 

茨城県那珂郡東海村大字村松 4-33 
日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術開発センター  
再処理警備所及び実規模警備所 

 
4. 納期 

令和７年２月 2８日 
※作業実施日の詳細については別途原子力機構と協議の上決定する。 

 
5．契約範囲 

5.1契約範囲内 
（1）車両ゲート等の定期保守点検業務  一式 
（2）部品交換          一式 

 
5.2契約範囲外 

5.1項の契約範囲内に記載なきもの 
 
6．作業内容 

（1）本作業については安全かつ円滑に作業が行えるように、適正な作業要領書、作業手順書を作成し、
作業計画書を立案の上、原子力機構の確認を得ること。 

（2）作業の実施にあたっては、工程表に従って円滑な進捗を図ること。作業は作業工程毎に原子力機
構と打合せを行い、確認を得た後に着手すること。 

 
6.1 対象設備等 

車両ゲート 5 基 スイングゲート２基について点検を実施する。点検項目、点検方法の判定は、原則と
して製作メーカーの規格に従うものとする。 
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6.2 対象機器 

1)点検対象機器を以下に示す。 

製 造 元 型  式 数量 

ナブコシステム株式会社  車両ゲート CND200型 ５基 

ナブコシステム株式会社  スイングゲート 750型 2基 

 
2) 以下について部品を交換する。 

受注者準備品（交換部品）部品名、数量を以下に示す。 

部品交換対象機器 部品名 数 量 

車両ゲート No.１ 
ﾖｺﾂﾞﾅ製 S45C重量戸車(ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ無
し)JGM-0907 

4個 

車両ゲート No.２ 
ﾖｺﾂﾞﾅ製 S45C重量戸車(ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ無
し)JGM-0907 

4個 

車両ゲート No.３ 
ﾖｺﾂﾞﾅ製 S45C重量戸車(ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ無
し)JGM-0907 

4個 

車両ゲート No.４ 
ﾖｺﾂﾞﾅ製 S45C重量戸車(ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ無
し)JGM-0907 

4個 

車両ゲート No.５ 
ﾖｺﾂﾞﾅ製 S45C重量戸車(ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ無
し)JGM-0907 

６個 

車両ゲート No.1～No.4 連結チェーン RS-40(防腐用) 20 ﾌｨｰﾄ 4台 

車両ゲート No.５ 連結チェーン RS-40(防腐用) 30 ﾌｨｰﾄ 1台 

車両ゲート No.２ ジョイントボックス 100×100×75 1個 

 
6.3  作業頻度 

    点検は年度内２回とする。 
尚、実施日の詳細については別途、原子力機構と協議の上決定する。 
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6.4  作業内容 
 6.4.1 車両ゲート点検 
１）駆動装置 
① 外観点検 
② 各部の異音、磨耗、過熱、損傷、緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 清掃及び注油 

２）制御装置 
① 外観点検 
② 端子部の緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 各種（入力、出力等）電圧、電流測定及び絶縁抵抗測定 
④ 設定値等の確認調整 
⑤ 清掃 

３）検出装置 
① 外観点検 
② 動作確認 
③ 清掃及び注油 

４）連結機構 
① 外観点検 
② 各部の異音、磨耗、損傷、緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 注油 

５）扉 
① 外観点検 
② 各部の磨耗、損傷、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 回転表示灯の動作確認 

６）操作盤 
① 外観点検 
② 端子部の緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 動作試験 
 

6.4.2 スイングゲート点検 
１）駆動装置 
① 外観点検 
② 各部の異音、磨耗、損傷、緩み、腐食、発錆、油漏れ等の異常の有無 

２）油圧装置 
① 外観点検 
② 各部の損傷、緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 油量及び汚れの確認 
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④ 開閉トルクの確認 
３）制御装置 
① 外観点検 
② 端子部の緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 各種（入力、出力等）電圧、電流測定及び絶縁抵抗測定 
④ 開閉速度等の各設定値の確認調整及び表示ランプ等の確認 
⑤ 清掃 

４）扉 
① 外観点検 
② 各部の磨耗、損傷、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 回転表示灯の動作確認 

５）操作盤 
① 外観点検 
② 端子部の緩み、腐食、発錆等の異常の有無 
③ 動作試験 

 
6.4.3 部品の交換 

6.2 項で指定した部品の交換を実施する。その他、交換を要する部品が発生した場合は、原子力機構
担当者と協議の上決定する。 
※作業内容の詳細については作業要領書、作業手順書を提出し、原子力機構の確認を受けること。 

 
7. 支給品及び貸与品 

7.1 支給品 
    以下の物品を無償で支給する。尚(1)(2)の支給時期は請負作業実施期間内とする。 
    （1）作業用電力 
    （2）作業用水道水 
 

7.2 貸与品 
    貸与品については原子力機構と協議の上決定する。 
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8. 提出図書 

8.1 提出書類 
  別紙「提出書類一覧」参照のこと。 

 
8.2提出書類に関する注意事項 
前項の別表において、確認「要」の書類は原子力機構の確認を要するものである。 
この場合、「提出部数」には「返却用」は含まないので 1 部加えて提出し、全て表紙に本契約名、提

出日、受注者名等を明記すること。また、核燃料サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術開発セン
ター 技術部 核物質管理課に提出期限を遵守し、確認を得ること。 

 
8.3 提出様式 
（1）用紙は原則としてＡ４版Ａ系列、左閉じ、横書きとする。 
（2）表紙には、件名、提出年月日、原子力機構名、請求箇所名を明記すること。 
（3）様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 

 
9．不適合の処置 

受注者は、本作業中において発生、又は、発見された不適合について、その不適合の概要及び処置方
針等を速やかに報告書にて報告すること。又、処置方針等については、原子力機構担当者と協議の上決
定し、その指示に従うものとする。 

 
10．検収条件 

原子力機構が仕様書に定める作業の実施が完了し、 ８項に示す提出書類の確認及び完納、点検
報告書の提出をもって検収とする。 

 
 11．保証 

受注者が本仕様に基づいて保守点検したものが、メーカーの仕様を満たしているものであることを保証す
るものとする。 

 
12. 適用法令、規格、技術基準等 

本件に適用される法令、省令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。この他に、
工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得
るものとする。 
(1)労働基準法 
(2)労働安全衛生法 
(3)建築基準法 
(4)消防法 
(5)電気事業法 
(6)日本産業規格(JIS) 
(7)日本電気工業会規格（JEM） 
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(8)再処理施設保安規定 
(9)再処理施設核物質防護規定 
(10)核物質防護規定下部要領（研究所制定要領書） 
(11)サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領 
(12)その他、原子力機構規定、研究所規則、センター内規則等 

 
13．安全管理 
13.1 一般安全管理 
（1）一般安全管理 
①「労働基準法」、「労働安全衛生法」に関する規則、基準等を完全に遵守するために、受注者は作
業方法、設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 

②受注者は、本作業を行うにあたり、原子力機構の「共通安全作業基準」、「再処理施設保安規定」、
「再処理施設核物質防護規定」等の各種規定、基準等を遵守すること。 

③受注者は、本作業を行うにあたって、火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して
万全を期すこと。 

④労働安全衛生法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備、
管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に協力すること。 

⑤受注者は、本作業を行うにあたり、「作業計画書（作業要領書、作業手順書及び安全衛生チェック
リスト等の添付書類を含む）」を提出し、原子力機構の確認を得なければならない。 

 
（2）安全上の責任 

     本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 
 
（3）責任者の選任 

 ①受注者は、本作業に関わる総括責任者及びその代理人（以下「現場責任者」という。）、を選任
し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入のうえ原子力機構に申し出ること。又、現場責
任者については、原子力機構が行う作業責任者等教育を終了した者であって作業現場に常駐でき
る者であること。なお、現場責任者代理を選任する場合も同様とする。 

 ②受注者は、請負作業実施期間中は必ず現場責任者又は現場責任者代理を常駐させること。 
 ③受注者は、作業者名を「作業者名簿」に記入の上、原子力機構の確認を受けること。 
  尚、上記の確認を受ける以前に作業を開始してはならない。又、作業者名簿には氏名、年齢、所
属会社名、経験年数等を記入して確認を受けること。 

 
（4）安全衛生設備及び装備 

  作業開始前に必ず安全設備及び保護具、工具類の点検を十分行うこと。 
 
（5）安全衛生管理 

①現場責任者は、請負作業実施期間中に原子力機構担当者と綿密な連絡を行うとともに、作業
者に対し作業内容、作業手順及び役割分担を十分に確認、把握させること。 

②受注者及び現場責任者は、原子力機構作業担当者が安全確保のために行う指示に従うこと。 
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13.2作業安全管理 

 原子力機構では、品質保証活動の一環として安全管理については特に重要視している。受注者におい
ては、現場における安全管理活動を積極的かつ協力的に推進し、不安全行為の撲滅に努めること。尚、
作業着手前に原子力機構は総括責任者または現場責任者と面談し、作業の安全確保上の注意事項を
指示する。 

 
（1）現場責任者の作業指揮 

現場責任者は、施設、設備、工程、作業方法、作業時間等について、一般災害要因の発見・防
止に努め、職場の規律、作業規律の維持及び動機付けに努め、安全衛生を組み込んだ指揮、監
督を行うこと。 

 
（2）作業内容の把握 

現場責任者は、「作業要領書」に基づいた作業内容及び打ち合わせ内容等を作業者に周知し、確
実に履行させること。 

 
（3）作業前の安全確認 

①現場責任者は、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業開始前に作業員に周
知する（特に作業手順の遵守を確実に指示する）こと。 

②当日の作業内容の危険のポイントを作業開始前に TBM、KY 及びスローガン唱和等により一層周
知すること。 

 
（4）作業中における安全確認 

現場責任者は、作業中における不安全行為等に十分注意し、又、これを作業者にさせないこと。 
 
（5）作業後の安全確認 

①現場責任者は、当日の作業の進捗状況を確認し、作業終了後、原子力機構作業担当者に報告
すること。 

②作業終了後、作業計画書に基づく作業の実施状況、作業要領の不履行、不安全行為、その他
安全に関する内容を話し合い、翌日の作業に活かすこと。 

 
（6）４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底 

①作業資材、工具等は常に整理整頓し、転倒、落下、つまずき等の災害防止に努めること。 
②毎日の各種作業終了後は、速やかに残材、不要材等を処分し、作業現場の４Ｓに努めること。 

 
14. 安全文化を醸成するための活動 

受注者は、現場作業における安全に対する懸案事項や気づき事項を抽出し、安全確保や安全意識の
向上を図るための活動を実践すること。 
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15. 総括責任者 

受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者（以下「総括責任
者」という。）を選任し、次の任務にあたらせるものとする。 
 （1）受注者の従事者の労働管理及び作業上の指揮命令。 
 （2）本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整。 
 （3）仕様書に基づく定常外業務の請負処理。 
 （4）受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。 

 
16. 作業者の資質 

本作業に従事する作業者は以下の条件を満足していること。 
 （1）本作業に係る十分な実務経験があり熟練者であること。 
（2）各種測定器（テスター等）の取扱方法を熟知しているものであること。 

 
17. 異常時の措置 

（1）受注者は、作業の実施にあたり、予め原子力機構が指示した事項といえども安全確保が困難と判
断した場合は速やかに作業を中断する等、作業者の安全確保に努めるとともに原子力機構担当
者に連絡すること。 

（2）受注者は、請負作業実施中において天災・事故・災害等の異常事態が発生し又は発生する恐
れがある場合には、必要に応じて、作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第１とし、次に
事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。又、原子力機構作業担当者に通報すること。 

（3）受注者は、請負作業実施中において異常を発生させたとき又は発見したときは、直ちに電話もしく
は口頭で原子力機構作業担当者に通報すること。 

（4）受注者は、火災が発生したとき又は救急車を要請するときは、直接、消防本部（外線１１９）
へ通報するとともに、内線電話「９９９９」（所内緊急電話）で火災発生又は救急車を要請し
たことを研究所連絡責任者に連絡すること。 

（5）受注者は、上記（1）から（4）に関する原子力機構の指示を、作業者全員に周知、徹底させ
ること。 

 
18. 受注者の責任と義務 
 18.1 受注者の責任 

（1）受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求
に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 

（2）受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出てかつ、
それらを適切に修正する責任を負うものとする。 

（3）原子力機構が保守点検について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、
それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 

（4）受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。受注者が使用す
る下請業者（材料等の購入先、役務の提供先を含む）が負うべき責任といえども、その責任はす
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べて受注者が負うものとする。 
（5）受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。これに従わないことにより生じた作業員

の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 
（6）受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が

負うべき責任は免れないものとする。 
 
18.2 受注者の義務 

（1）受注者は、原子力機構が保守点検等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業
者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 

（2）本作業における資材搬入時、又は現地作業において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、
受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 

（3）受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努
めること。 

（4）受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び原子力機構規程等並びに安
全の確保のために行う原子力機構担当者の指示に従わなければならない。 

（5）受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。 
 

教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考 
「作業責任者認定制度」
に基づく認定教育（現場
責任者、現場分任責任
者、安全専任管理者） 

原子力機構  認定証の有効期限内であって、直
近の教育修了日から１年を超えて新
たに作業を実施する場合は、追教育
が実施されていることを確認する。 

忘れずに認
定手続きを
行うこと 

 
（6）受注者は、研究所内で作業するときは、定められた諸規則を遵守すること。 
（7）受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元請事業主になり、率先して労働災害の

防止に努めるものとする。 
 

19．下請業者の管理 
（1）受注者は、下請業者を使用する場合は、委任又は下請負等の承認について（様式Ａ）を原子

力機構に提出すること。 
（2）下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十

分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。JIS規格品については、JIS認定工場で製
作したものを用いること。 

（3）受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものと
する。 

（4）受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、提出図書を十分周知徹底させること。又、下請業
者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業
者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。万一、不適合が生じた場合は、９項「不適合の
処置」に従うものとする。 
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20．検査員及び監督員 

（1）検査員 
      再処理廃止措置技術開発センター 技術部 核物質管理課長 

（2）監督員 
      再処理廃止措置技術開発センター 技術部 核物質管理課 PP チームリーダー 

 
21．グリーン購入法の推進 

（1）本契約においてグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用
する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

（2）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）においては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙
類」の基準を満たしたものであること。 

 
22．撤去品、一般廃棄物の処分 

現地の保守点検において発生する撤去品、一般廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理法及び「一
般廃棄物・産業廃棄物及びリサイクル取扱要領書」に従うこと。 

 
23．協議 

本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協
議の上、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。協議し決定した
事項は、提出図書に反映すること。 

 
24．特記事項 

（1）受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼
性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を
遂行しうる能力を有するものを従事させること。 

（2）受注者は、本業務で知り得た核物質防護情報について機密扱いとし、その保持に努めるとともに、
本作業以外の目的にこれを使用することを厳禁とする。 

（3）受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、
成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、ま
たは特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面に
より原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 

（4）受注者は、調達品の維持又は運用に必要な技術情報（保安に係るもの）がある場合は提供す
ること。 

以上



  

別紙 
提出図書一覧 

 図書名 部数 確認 提出期限 備   考 

1 工程表（全体） 1 要 契約後速やかに 受注者様式 

2 
委任又は下請負等の承認について
（様式Ａ） 

1  契約後速やかに 
原子力機構様式 
必要に応じて 

3 作業計画書 1  作業開始2週間前まで 
原子力機構様式、安全衛生
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を添付 

4 作業要領書 1 要 作業開始2週間前まで 受注者様式 

5 作業手順書 1 要 作業開始2週間前まで 原子力機構様式 

6 作業等安全組織・責任者届 1  作業開始2週間前まで 原子力機構様式 

7 作業等安全組織図 1  作業開始2週間前まで 原子力機構様式 

8 作業者名簿 1  作業開始2週間前まで 
原子力機構様式、現場責任
者、資格証明書写しを添付 

9 緊急連絡体制 1  作業開始2週間前まで 受注者様式 

10 安全衛生チェックリスト、ﾜｰｸｼｰﾄ 1  作業開始2週間前まで 原子力機構様式 

11 作業日報、TBM・KY実施記録 1  翌日午前中まで 受注者様式 

12 点検報告書 1 要 作業終了後速やかに 受注者様式 

13 打合せ議事録 1 要 打合せ後速やかに 
受注者様式 
打合せした場合 

14 
その他 
（原子力機構が指示するもの） 

1  その都度協議する  

 
※確認「要」の書類は原子力機構の確認を要するものである。 
この場合、「提出部数」には「返却用」は含まないので１部加えて提出し、全て表紙に本契約名、契約番号、提出日、受注

者名等を明記すること。 


